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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学組成が、重量により表される含量として
　０．２４％≦Ｃ≦０．２８％、
　１．５０％≦Ｍｎ≦３％、
　０．１０％≦Ｓｉ≦０．７０％、
　０．０１５％≦Ａｌ≦０．０７０％、
　０％≦Ｃｒ≦２％、
　０．２５％≦Ｎｉ≦２％、
　０．０１５％≦Ｔｉ≦０．１０％、
　０％≦Ｎｂ≦０．０６０％、
　０．０００５％≦Ｂ≦０．００４０％、
　０．００３％≦Ｎ≦０．０１０％、
　０．０００１％≦Ｓ≦０．００５％、
　０．００１％≦Ｐ≦０．０２５％
　を含み、チタン含量および窒素含量が、
　Ｔｉ／Ｎ＞３．４２
　を満足し、炭素、マンガン含量、クロム含量およびケイ素含量が、



(2) JP 6698128 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

【数１】

　を満足する、プレス硬化のための圧延鋼板であって、
　化学組成が場合により、
　０．０５％≦Ｍｏ≦０．６５％、
　０．００１％≦Ｗ≦０．３０％、
　０．０００５％≦Ｃａ≦０．００５％
　の元素のうちの１種以上を含み、
　残部が、鉄および生産に起因する不可避的不純物から構成され、
　Ｎｉｓｕｒｆ＞Ｎｉｎｏｍであり、
　Ｎｉｎｏｍが、鋼の公称ニッケル含量を表し、Ｎｉｍａｘが、Δ内での最大ニッケル含
量を表し、ミクロンで表される深さΔについて、

【数２】

　かつ、
【数３】

　であるように、前記板材が、前記板材の表面付近の鋼の任意の地点において深さΔにわ
たってニッケル含量Ｎｉｓｕｒｆを含み、
　この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率で表される、圧延鋼板。
【請求項２】
　請求項１に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．５０重量％≦Ｓｉ≦０．６０重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．３０重量％≦Ｃｒ≦０．５０重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．３０重量％≦Ｎｉ≦１．２０重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、０．３０重量％
≦Ｎｉ≦０．５０重量％を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．０２０重量％≦Ｔｉ
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．０２０重量％≦Ｔｉ≦０．０４０重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項８】
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　請求項１から７のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．１５重量％≦Ｍｏ≦０．２５重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．０１０重量％≦Ｎｂ≦０．０６０重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の鋼板であって、鋼板の組成が、
　０．０３０重量％≦Ｎｂ≦０．０５０重量％
　を含むことを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項１１】
　請求項１に記載の鋼板であって、鋼板のミクロ組織が、フェライト－パーライト系であ
ることを特徴とする、圧延鋼板。
【請求項１２】
　前記板材が、熱間圧延板であることを特徴とする、請求項１から１１のいずれか一項に
記載の圧延鋼板。
【請求項１３】
　前記板材が、冷間圧延および焼きなましを施された板材であることを特徴とする、請求
項１から１１のいずれか一項に記載の圧延鋼板。
【請求項１４】
　アルミニウムまたはアルミニウム合金もしくはアルミニウムベース型合金からできた金
属層によってプレコートされていることを特徴とする、請求項１から１３のいずれか一項
に記載の圧延鋼板。
【請求項１５】
　亜鉛または亜鉛合金もしくは亜鉛ベース型合金からできた金属層によってプレコートさ
れていることを特徴とする、請求項１から１３のいずれか一項に記載の圧延鋼板。
【請求項１６】
　アルミニウムおよび鉄ならびに場合によりケイ素を含有する金属間合金からできた１つ
の被膜または幾つかの被膜によってプレコートされている、請求項１から１３のいずれか
一項に記載の圧延鋼板であって、プレコート皮膜が、Ｆｅ３Ｓｉ２Ａｌ１２型の相τ５お
よびＦｅ２Ｓｉ２Ａｌ９型の相τ６の遊離アルミニウムを含有しないことを特徴とする、
圧延鋼板。
【請求項１７】
　マルテンサイト系組織またはマルテンサイト－ベーナイト系組織を含む、請求項１から
１０のいずれか一項に記載の鋼板のプレス硬化によって得られた、部品。
【請求項１８】
　表面付近の鋼中のニッケル含量Ｎｉｓｕｒｆが、深さΔにわたってＮｉｎｏｍより高く
、およびＮｉｍａｘが、Δ内での最大ニッケル含量を表し、ミクロンで表される深さΔに
ついて、
【数４】

　かつ、
【数５】

　であり、
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　この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率で表される
　ことを特徴とする、公称ニッケル含量Ｎｉｎｏｍを含む請求項１７に記載のプレス硬化
部品。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載のプレス硬化部品であって、プレス硬化部品の機械的強度
Ｒｍが、１８００ＭＰａ以上であることを特徴とする、プレス硬化部品。
【請求項２０】
　アルミニウムもしくはアルミニウムベース型合金または亜鉛もしくは亜鉛ベース型合金
を含んでなる被膜であって、プレス硬化の熱処理中の鋼基材とプレコート皮膜の間の拡散
により鋼基材中の鉄が拡散された皮膜によって被覆されていることを特徴とする、請求項
１７から１９のいずれか一項に記載のプレス硬化部品。
【請求項２１】
　・重量により表される含量として
　０．２４％≦Ｃ≦０．２８％、
　１．５％≦Ｍｎ≦３％、
　０．１０％≦Ｓｉ≦０．７０％、
　０．０１５％≦Ａｌ≦０．０７０％、
　０％≦Ｃｒ≦２％、
　０．２５％≦Ｎｉ≦２％、
　０．０１５％≦Ｔｉ≦０．１０％、
　０％≦Ｎｂ≦０．０６０％、
　０．０００５％≦Ｂ≦０．００４０％、
　０．００３％≦Ｎ≦０．０１０％、
　０．０００１％≦Ｓ≦０．００５％、
　０．００１％≦Ｐ≦０．０２５％
　を含み、チタン含量および窒素含量が、
　Ｔｉ／Ｎ＞３．４２
　を満足し、炭素、マンガン含量、クロム含量およびケイ素含量が、

【数６】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　を満足し、
場合により、
　０．０５％≦Ｍｏ≦０．６５％、
　０．００１％≦Ｗ≦０．３０％、
　０．０００５％≦Ｃａ≦０．００５％
　の元素のうちの１種以上を含み、
　残部が、鉄および生産に起因する不可避的不純物から構成される、
化学組成を有する中間製品をキャストする工程、および次いで
　・前記中間製品を、１２５０℃から１３００℃の間に含まれる温度まで行う再加熱であ
って、この温度で２０分から４５分の間に含まれる保持時間にわたって行う再加熱を行う
工程、および次いで
　・前記中間製品を、熱間圧延板を得るために８２５℃から９５０℃の間に含まれる圧延
終了温度ＥＲＴまで熱間圧延する工程、および次いで
　・前記熱間圧延板を、熱間圧延およびコイル化を施された板材を得るために５００℃か
ら７５０℃の間に含まれる温度でコイル化する工程、および次いで
　・先行の工程中に形成された酸化物層を酸洗いする工程
　を一連の工程として含む、熱間圧延鋼板の製作方法であって、
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　当該熱間圧延鋼板は、さらに冷間圧延および７４０℃から８２０℃の間に含まれる温度
で焼きなましを施すと、冷間圧延および焼きなましを施された板材が得られ、ここで、当
該冷間圧延および焼きなましを施された板材は、
　Ｎｉｓｕｒｆ＞Ｎｉｎｏｍであり、
　Ｎｉｎｏｍが、鋼の公称ニッケル含量を表し、Ｎｉｍａｘが、Δ内での最大ニッケル含
量を表し、ミクロンで表される深さΔについて、
【数７】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　かつ、
【数８】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　であるように、板材が、板材の表面付近の鋼の任意の地点において深さΔにわたってニ
ッケル含量Ｎｉｓｕｒｆを含み、
　この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率で表される、
熱間圧延鋼板の製作方法。
【請求項２２】
　・請求項２１に記載の方法によって熱間圧延板を供給し、コイル化し、酸洗いし、製作
する工程、および次いで
　・熱間圧延、コイル化および酸洗いを施された前記板材を、冷間圧延板を得るために冷
間圧延する工程、および次いで
　・前記冷間圧延板を、冷間圧延および焼きなましを施された板材を得るために７４０℃
から８２０℃の間に含まれる温度で焼きなましする工程
　を一連の工程として含むことを特徴とする、冷間圧延および焼きなましを施された板材
のための製作方法であって、
　当該冷間圧延および焼きなましを施された板材が、
　Ｎｉｓｕｒｆ＞Ｎｉｎｏｍであり、
　Ｎｉｎｏｍが、鋼の公称ニッケル含量を表し、Ｎｉｍａｘが、Δ内での最大ニッケル含
量を表し、ミクロンで表される深さΔについて、
【数９】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　かつ、
【数１０】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　であるように、板材が、板材の表面付近の鋼の任意の地点において深さΔにわたってニ
ッケル含量Ｎｉｓｕｒｆを含み、
　この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率で表される、
冷間圧延および焼きなましを施された板材のための製作方法。
【請求項２３】



(6) JP 6698128 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

　請求項２２に記載の方法によって製作された圧延板を供給し、次いで連続溶融めっき式
プレコートを実施する、プレコートされた板材のための製作方法であって、前記プレコー
トが、アルミニウムまたはアルミニウム合金もしくはアルミニウムベース型合金または亜
鉛または亜鉛合金もしくは亜鉛ベース型合金である、製作方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法による圧延板を供給し、次いで連続溶融めっき式プレコートを
、アルミニウム合金またはアルミニウムベース型合金によって実施し、次いで
　・プレコート皮膜が、Ｆｅ３Ｓｉ２Ａｌ１２型の相τ５およびＦｅ２Ｓｉ２Ａｌ９型の
相τ６の遊離アルミニウムをもはや含有しなくなり、オーステナイト変態が鋼基材中で起
きないように、前記プレコートされた板材の熱的前処理を、６２０℃から６８０℃の間に
含まれる温度θ１で６時間から１５時間の間に含まれる保持時間ｔ１にわたって実施する
、プレコートおよびプレアロイ化を施された板材のための製作方法であって、前処理が、
炉内において水素と窒素との雰囲気下で実施される、製作方法。
【請求項２５】
　・請求項２２から２４のいずれか一項に記載の方法によって製作された板材を供給する
工程、および次いで
　・ブランク材を得るために前記板材を切断する工程、および次いで
　・コールドスタンピングによる変形を前記ブランク材に実施する任意の工程、および次
いで
　・前記ブランク材を、鋼中に完全オーステナイト系組織を得るために８１０℃から９５
０℃の間に含まれる温度に加熱する工程、および次いで
　・前記ブランク材をプレス内部に搬送する工程、および次いで
　・前記ブランク材をホットスタンピングして、部品を得る工程、および次いで
　・前記部品をプレス内部に保持して、オーステナイト構造のマルテンサイト変態による
硬化を達成する工程
　を一連の工程として含む、請求項１７から２０のいずれか一項に記載のプレス硬化部品
の製作方法。
【請求項２６】
　自動車用の構造用部品または強化部品の製作のための、請求項１７から２０のいずれか
一項に記載のまたは請求項２５に記載の方法によって製作されたプレス硬化部品の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス硬化後に非常に高い強度の機械部品の製造用に意図された鋼板のため
の製作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　公知のように、プレス内での焼入れによる硬化（またはプレス硬化）は、オーステナイ
ト変態を達成するのに十分に高い温度でブランク鋼材を加熱すること、および次いでブラ
ンク材を、焼入れされたミクロ組織を得るようにプレス工具内にブランク材を保持するこ
とによってホットスタンピングすることからなる。本方法の一変更形態によれば、冷間予
備スタンピングをブランク材に前もって実施した後、加熱およびプレス硬化を行ってもよ
い。このブランク材は例えば、アルミニウム合金または亜鉛合金によってプレコートする
ことができる。この場合、炉内での加熱中にプレコート皮膜は、脱炭およびスケールの形
成に対して部品の表面を保護する化合物を生成するような拡散により、鋼基材と合金化す
る。この化合物は、熱間成形に適している。
【０００３】
　得られた部品は特に、侵入防止機能またはエネルギー吸収機能を提供するために自動車
内に構造要素として使用される。従って、バンパークロスビーム、ドア用もしくはセンタ
ーピラー用の強化材またはフレームレールを実装例として挙げることができる。このよう
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なプレス硬化部品は例えば、農業機械用の工具または部品を製造するためにも使用するこ
とができる。
【０００４】
　プレス内で得られる鋼の組成および冷却速度に応じて、機械的強度のレベルが上昇する
こともあり得るし、または低下することもあり得る。従って、公報ＥＰ２，１３７，３２
７には、０．０４０％＜Ｃ＜０．１００％、０．８０％＜Ｍｎ＜２．００％、Ｓｉ＜０．
３０％、Ｓ＜０．００５％、Ｐ＜０．０３０％、０．０１０％≦ＡＩ≦０．０７０％、０
．０１５％＜Ｎｂ＜０．１００％、０．０３０％≦Ｔｉ≦０．０８０％、Ｎ＜０．００９
％、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｍｏ＜０．１００％、Ｃａ＜０．００６％を含有する鋼組成を開示して
おり、この鋼組成を用いた場合、プレス硬化後に５００ＭＰａ超の機械的引張強度Ｒｍを
得ることができる。
【０００５】
　公報ＦＲ２，７８０，９８４には、より高い強度レベルが達成されることが開示されて
おり、即ち、０．１５％＜Ｃ＜０．５％、０．５％＜Ｍｎ＜３％、０．１％＜Ｓｉ＜０．
５％、０．０１％＜Ｃｒ＜１％、Ｔｉ＜０．２％、ＡｌおよびＰ＜０．１％、Ｓ＜０．０
５％、０．０００５％＜Ｂ＜０．０８％を含有する鋼板により、１０００超の強度Ｒｍ、
さらには１５００ＭＰａ超の強度Ｒｍを達成できることが開示されている。
【０００６】
　このような強度は、数多くの用途において満足のいくものである。しかしながら、車両
のエネルギー消費を低減する要望があり、機械的強度がさらに高められた、即ち、強度Ｒ

ｍが１８００ＭＰａ超である部品を使用してさらに軽量化された車両の探求へと駆り立て
られている。一部の部品は塗装され、塗料焼付けサイクルを受けるため、この値には、焼
付けによる熱処理の有無にかかわらず到達すべきである。
【０００７】
　ここで、このようなレベルの強度は一般に、完全にマルテンサイト系のミクロ組織また
はマルテンサイトが非常に支配的なミクロ組織と関連付けられている。この種類のミクロ
組織は、遅れ割れに対する抵抗性が低下していることが公知である。実際、プレス硬化後
に製作された部品は、下記の３つの要因が複合して、ある程度の時間が経った後に割れま
たは破損が起こりやすいものであり得る。
　・大部分がマルテンサイト系のミクロ組織。
　・十分な量の拡散性水素。十分な量の拡散性水素は、ホットスタンピングおよびプレス
硬化の工程前に、炉におけるブランク材の加熱中に導入することができる。実際、炉内に
存在する水蒸気が砕け散り、ブランク材の表面上に吸着される場合がある。
　・十分なレベルの適用応力または残留応力の存在。
【０００８】
　遅れ割れの課題を解決する目的で、応力のレベルを最小化するために、再加熱炉の雰囲
気と、ブランク材の切断条件とを厳密に制御することが提案された。ホットスタンピング
部品への熱的後処理の実施も、水素の脱気を可能にするために提案された。しかしながら
、これらの操作は、上記遅れ割れの危険性の排除を可能にして制約とコストの増大を克服
する材料を望む産業の妨げとなっている。
【０００９】
　水素吸着を低減する特定の皮膜を鋼板の表面上に堆積することも提案された。しかしな
がら、同等の遅れ割れ抵抗性を提供するより簡便な方法が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２，１３７，３２７号明細書
【特許文献２】仏国特許発明第２，７８０，９８４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　従って、プレス硬化後に非常に高い機械的強度Ｒｍと遅れ割れに対する高い抵抗性とを
同時に提供するであろう部品のための製作方法が探求されているが、これらの目的の両立
は、演繹的に困難である。
【００１２】
　さらに、鋼組成物が焼入れ促進作用および／または硬化作用のある元素（Ｃ、Ｍｎ、Ｃ
ｒ、Ｍｏ等）に富んでいるほど、得られる熱間圧延板の硬度が高くなっていくことが公知
である。従って、この硬度の増大は、冷間圧延ミルの圧延能力がある程度制限されること
を考慮すると、多種多様な厚さの冷間圧延板を得るのに不利である。従って、熱間圧延板
の段階で強度のレベルが高すぎると、非常に薄い冷間圧延板を得ることができない。従っ
て、多種多様な冷間圧延板厚さを提供する方法が求められている。
【００１３】
　さらに、より多量の焼入れ促進作用および／または硬化作用のある元素の存在は、幾つ
かのパラメータの変動（圧延終了温度、コイル化温度、圧延帯材の幅にわたる冷却速度の
変動）が薄板内部の機械的特性を変動させ得るため、製作における熱機械的処理中に影響
を及ぼす可能性がある。従って、良好な機械的特性の均一性を有する板材を製作するよう
に、特定の製作パラメータの変動に影響されにくくなった鋼組成が求められている。
【００１４】
　板材を異なる形態で入手できるように、特に溶融めっきによって容易に被覆することが
できる鋼組成も求められている。：無被覆の形態またはエンドユーザーの仕様に応じてア
ルミニウム合金もしくは亜鉛合金によって被覆されている形態。
【００１５】
　プレス硬化用に意図されたブランク材を得るための機械的切断工程に良好な適性を有す
る板材、即ち、機械的切断の段階における機械的強度が高すぎて切断工具または穴開け工
具の破損が避けられなくなることがない板材を提供する方法も、求められている。
【００１６】
　本発明の目的は、経済的な製作方法により、上記課題のすべてを解決することである。
【００１７】
　驚くべきことに、本発明者らは、下記に詳述している組成を有する板材を供給すること
により、上記課題が解決されたことを示したが、この板材は、表面領域にニッケルが特に
富化されているという特徴を有していた。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　この目的のために、本発明の主題は、化学組成が、重量により表される含量として０．
２４％≦Ｃ≦０．３８％、０．４０％≦Ｍｎ≦３％、０．１０％≦Ｓｉ≦０．７０％、０
．０１５％≦Ａｌ≦０．０７０％、０％≦Ｃｒ≦２％、０．２５％≦Ｎｉ≦２％、０．０
１５％≦Ｔｉ≦０．１０％、０％≦Ｎｂ≦０．０６０％、０．０００５％≦Ｂ≦０．００
４０％、０．００３％≦Ｎ≦０．０１０％、０．０００１％≦Ｓ≦０．００５％、０．０
００１％≦Ｐ≦０．０２５％を含み、チタン含量および窒素含量が、Ｔｉ／Ｎ＞３．４２
を満足すると理解され、炭素、マンガン含量、クロム含量およびケイ素含量が、
【００１９】
【数１】

　を満足すると理解されるプレス硬化のための圧延鋼板であって、化学組成が場合により
、０．０５％≦Ｍｏ≦０．６５％、０．００１％≦Ｗ≦０．３０％、０．０００５％≦Ｃ
ａ≦０．００５％の元素のうちの１種以上を含み、残部が、鉄および生産に起因する不可
避的不純物から構成され、Ｎｉｓｕｒｆ＞Ｎｉｎｏｍであり、Ｎｉｎｏｍが、鋼の公称ニ
ッケル含量を表し、Ｎｉｍａｘが、Δ内での最大ニッケル含量を表し、ミクロンで表され
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る深さΔについて
【００２０】
【数２】

　かつ、
【００２１】

【数３】

であるように、板材が、前記板材の表面付近の鋼の任意の地点において深さΔにわたって
ニッケル含量Ｎｉｓｕｒｆを含み、この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率
で表される、圧延鋼板である。
【００２２】
　第１の態様によれば、板材の組成は、０．３２重量％≦Ｃ≦０．３６重量％、０．４０
重量％≦Ｍｎ≦０．８０重量％、０．０５重量％≦Ｃｒ≦１．２０重量％を含む。
【００２３】
　第２の態様によれば、板材の組成は、０．２４重量％≦Ｃ≦０．２８重量％、１．５０
重量％≦Ｍｎ≦３重量％を含む。
【００２４】
　板材のケイ素含量は好ましくは、０．５０％≦Ｓｉ≦０．６０％になるようなケイ素含
量である。
【００２５】
　特定の一態様によれば、板材の組成は、０．３０重量％≦Ｃｒ≦０．５０重量％を含む
。
【００２６】
　好ましくは、板材の組成は、０．３０重量％≦Ｎｉ≦１．２０％、非常に好ましくは０
．３０重量％≦Ｎｉ≦０．５０重量％を含む。
【００２７】
　チタン含量は好ましくは、０．０２０％≦Ｔｉになるようなチタン含量である。
【００２８】
　板材の組成は有利には、０．０２０％≦Ｔｉ≦０．０４０％を含む。
【００２９】
　好ましい一態様によれば、板材の組成は、０．１５重量％≦Ｍｏ≦０．２５重量％を含
む。
【００３０】
　板材の組成は好ましくは、０．０１０重量％≦Ｎｂ≦０．０６０重量％、非常に好まし
くは０．０３０％≦Ｎｂ≦０．０５０％を含む。
【００３１】
　特定の一態様によれば、組成は、０．５０重量％≦Ｍｎ≦０．７０重量％を含む。
【００３２】
　有利には、鋼板のミクロ組織は、フェライト－パーライト系である。
【００３３】
　好ましい一態様によれば、鋼板は、熱間圧延板である。
【００３４】
　好ましくは、板材は、熱間圧延および焼きなましを施された板材である。
【００３５】
　特定の一態様によれば、鋼板は、アルミニウムまたはアルミニウム合金もしくはアルミ
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ニウムベース型合金からできた金属層によってプレコートされている。
【００３６】
　特定の一態様によれば、鋼板は、亜鉛または亜鉛合金もしくは亜鉛ベース型合金からで
きた金属層によってプレコートされている。
【００３７】
　別の態様によれば、鋼板は、アルミニウムおよび鉄ならびに場合によりケイ素を含有す
る金属間合金からできた１つの被膜または幾つかの被膜によってプレコートされており、
プレコート皮膜は、Ｆｅ３Ｓｉ２Ａｌ１２型の相τ５およびＦｅ２Ｓｉ２Ａｌ９型の相τ

６の遊離アルミニウムを含有しない。
【００３８】
　本発明の主題は、マルテンサイト系組織またはマルテンサイト－ベーナイト系組織を含
む、上記態様のうちのいずれか１つによる組成の鋼板のプレス硬化によって得られた部品
でもある。
【００３９】
　好ましくは、プレス硬化部品は、公称ニッケル含量Ｎｉｎｏｍを含み、表面付近の鋼中
のニッケル含量Ｎｉｓｕｒｆが、深さΔにわたってＮｉｎｏｍより高く、およびＮｉｍａ

ｘが、Δ内での最大ニッケル含量を表しミクロンで表される深さΔについて、
【００４０】
【数４】

　かつ、
【００４１】
【数５】

　であり、この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率で表される。
【００４２】
　有利には、プレス硬化部品は、１８００ＭＰａ以上の機械的強度Ｒｍを有する。
【００４３】
　好ましい一態様によれば、プレス硬化部品は、プレス硬化の熱処理中の鋼基材とプレコ
ート皮膜との間での拡散の結果として生じた、アルミニウムもしくはアルミニウムベース
型合金または亜鉛もしくは亜鉛ベース型合金によって被覆されている。
【００４４】
　本発明の別の目的は、上記に提示の態様のうちの１つによる化学組成を有する中間製品
をキャストする工程、および次いで１２５０℃から１３００℃の間の温度まで行う再加熱
であって、この温度で２０分から４５分の間に含まれる保持時間にわたって行う再加熱を
行う工程を一連の工程として含む、熱間圧延鋼板のための製作方法である。中間製品は、
加熱圧延板を得るために８２５℃から９５０℃の間の圧延終了温度ＥＲＴまで熱間圧延し
、次いで熱間圧延板を、熱間圧延およびコイル化を施された板材を得るために５００℃か
ら７５０℃の間の温度でコイル化し、次いで先行の工程中に形成された酸化物層を酸洗い
によって除去する。
【００４５】
　本発明の目的は、上記方法によって熱間圧延板を供給し、コイル化し、酸洗いし、製作
する工程、および次いでこの熱間圧延、コイル化および酸洗いを施された板材を、冷間圧
延板を得るために冷間圧延する工程を一連の工程として含むことを特徴とする、冷間圧延
および焼きなましを施された板材のための製作方法でもある。この冷間圧延板は、冷間圧
延および焼きなましを施された板材を得るために７４０℃から８２０℃に含まれる間の温
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度で焼きなましされる。
【００４６】
　有利な一態様によれば、上記方法のうちの１つによって製作された圧延板を供給し、次
いで連続プレコートを溶融めっきによって実施するが、プレコートは、アルミニウムまた
はアルミニウム合金もしくはアルミニウムベース型合金であり、または亜鉛または亜鉛合
金もしくは亜鉛ベース型合金である。
【００４７】
　有利には、本発明の一目的は、上記方法のうちの１つによって圧延された板材を供給し
、次いで連続溶融めっき式プレコートを、アルミニウム合金またはアルミニウムベース型
合金によって実施し、次いでプレコート皮膜が、Ｆｅ３Ｓｉ２Ａｌ１２型の相τ５および
Ｆｅ２Ｓｉ２Ａｌ９型の相τ６の遊離アルミニウムをもはや含有しなくなり、オーステナ
イト変態が鋼基材中に起きないように、プレコートされた板材の熱的前処理を、６２０℃
から６８０℃の間の温度θ１で６時間から１５時間の間の保持時間ｔ１にわたって実施す
る、プレコートおよびプレアロイ化を施された板材のための製作方法であって、前処理が
、炉内において水素と窒素との雰囲気下で実施される、製作方法でもある。
【００４８】
　本発明の一目的は、上記態様のうちの１つによる方法によって製作された板材を供給す
る工程、および次いで前記板材を、ブランク材を得るために切断する工程、および次いで
コールドスタンピングによる変形をブランク材に実施する場合による工程を一連の工程と
して含む、プレス硬化部品のための製作方法でもある。ブランク材を、鋼中に完全オース
テナイト系組織を得るために温度８１０℃から９５０℃の間に含まれる温度に加熱し、次
いでブランク材をプレス内部に搬送する。部品を得るためにブランク材をホットスタンピ
ングし、次いでオーステナイト系組織のマルテンサイト変態によって硬化を達成するため
に部品をプレス内部に保持する。
【００４９】
　本発明の一目的は、車両用の構造用部品または強化部品の製作のための、上記に提示の
特徴を含むまたは上記に提示の方法によって製作されたプレス硬化部品の使用でもある。
【００５０】
　本発明の他の特徴および利点は、下記の添付図面を参照しながら、例として与えられる
下記の記載の中で明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】プレス硬化板材またはプレス硬化部品の表面付近のニッケル含量の変動を概略的
に示す図であり、本発明を規定する特定のパラメータ：Ｎｉｍａｘ、Ｎｉｓｕｒｆ、Ｎｉ

ｎｏｍおよびΔが示されている。
【図２】板材のＣ含量、Ｍｎ含量、Ｃｒ含量およびＳｉ含量を組み合わせたパラメータに
応じた、ホットスタンピングおよびプレス硬化を施された部品の機械的強度を示す図であ
る。
【図３】板材の表面付近の合計ニッケル含量を示すパラメータに応じた、ホットスタンピ
ングおよびプレス硬化を施された部品について測定した拡散性水素含量を示す図である。
【図４】板材の表層中のニッケル富化の量を示すパラメータに応じた、ホットスタンピン
グおよびプレス硬化を施された部品について測定した拡散性水素含量を示す図である。
【図５】相異なる組成を有する板材の表面付近のニッケル含量の変動を示している。
【図６】プレス硬化前に２つの態様の表面調製を施した、同一の組成の板材の表面付近の
ニッケル含量の変動を示す図である。
【図７】表層中のニッケル富化の量に応じた、プレス硬化前に２つの表面調製態様を施し
た板材における拡散性水素含量の変動を示す図である。
【図８】本発明による熱間圧延板の構造を示す図である。
【図９】本発明による熱間圧延板の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００５２】
　本発明による方法において実装される金属板材の厚さは好ましくは、自動車産業用の構
造部品または強化部品の製作において特に使用されている厚さ範囲である、０．５ｍｍか
ら４ｍｍの間に含まれる。この厚さ範囲は、熱間圧延によっても達成できるし、または続
いて冷間圧延および焼きなましを施すことによっても達成できる。この厚さ範囲は、工業
用のプレス硬化工具、特にホットスタンピングプレスに適している。
【００５３】
　有利には、鋼は、重量により表される組成として下記の元素を含有する：
　・０．２４％から０．３８％の間を占める炭素含量。この元素は、オーステナイト化処
理に続いて行われる冷却後に得られる焼入れ性および機械的強度において、主要な役割を
果たす。含量が０．２４重量％未満の場合、コストのかかる元素をさらに添加していなけ
れば、プレス内での焼戻しによる硬化後に機械的強度レベルが１８００ＭＰａに到達でき
ない。含量が０．３８重量％超の場合、遅れ割れの危険性が高まり、シャルピー式ノッチ
付き曲げ試験によって測定される延性脆性遷移温度が－４０℃超になるが、このことは、
靱性が著しく低下しすぎていると考えられる。
【００５４】
　炭素含量が０．３２％から０．３６重量％の間に含まれる場合、溶接性を満足なレベル
に保ち、製造コストを抑制しながら、目標特性を安定に得ることができる。
【００５５】
　スポット溶接への適性は、炭素含量が０．２４％から０．２８％の間に含まれる場合、
特に良好である。
【００５６】
　後で分かるように、炭素含量は、マンガン含量、クロム含量およびケイ素含量と一緒に
規定されなければならないものでもある。
【００５７】
　・脱酸剤としての役割に加えて、マンガンは、焼入れ性においても役割を果たす。マン
ガンの含量は、プレス内での冷却中に十分に低い変態開始温度Ｍｓ（オーステナイト→マ
ルテンサイト）を得るために０．４０重量％超でなければならず、この結果、強度Ｒｍの
増大が可能になる。遅れ割れに対する抵抗性の増大は、マンガン含量を３％に制限するこ
とによって達成できる。実際、マンガンがオーステナイト粒界に偏析すると、水素の存在
下での粒間破断の危険性が高まる。一方、後で説明するように、遅れ割れに対する抵抗性
は特に、ニッケル富化表層の存在に由来する。理論に拘束されることを望むわけではない
が、マンガン含量が過剰である場合、厚い酸化物層がスラブの再加熱中に生成されること
になるが、この酸化鉄および酸化マンガンの層の下に配置されるようにニッケルが十分に
拡散する時間がない限り避けられないものだと考えられる。
【００５８】
　マンガン含量は好ましくは、炭素および場合によりクロム含量と一緒にして規定される
：
　・炭素含量が０．３２重量％から０．３６重量％の間を占め、マンガン含量が０．４０
％から０．８０％の間を占め、クロム含量が０．０５％から１．２０％の間を占める場合
、特に効果的なニッケル富化表層と板材機械的切断への非常に良好な適性とが同時に存在
するため、優れた遅れ割れに対する抵抗性を得ることができる。マンガン含量は理想的に
は、高い機械的強度と遅れ割れに対する抵抗性の獲得とを両立するために０．５０％から
０．７０％の間を占める。
　・炭素含量が０．２４％から０．２８％の間を占めるとともに、マンガン含量が１．５
０％から３％の間を占める場合、スポット溶接への適性は、特に良好である。
【００５９】
　これらの組成範囲は、約３２０℃から３７０℃の間に含まれる冷却変態（オーステナイ
ト→マルテンサイト）開始温度Ｍｓの達成を可能にし、このようにすれば、加熱硬化部品
が十分に高い強度を有することを保証できる。
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【００６０】
　・鋼のケイ素含量は、０．１０重量％から０．７０重量％の間を占めなければならず、
０．１０％超のケイ素含量を用いた場合、追加的な硬化を達成することができ、ケイ素が
、溶鋼の脱酸に寄与する。しかしながら、ケイ素の含量は、再加熱工程および／または焼
きなまし工程中の表面酸化物の過剰な形成を回避するためおよび溶融めっき性を損なわな
いために、０．７０％に制限しなければならない。
【００６１】
　ケイ素含量は、部品がマルテンサイト変態後にプレス工具内に保持されているときに起
き得る新鮮なマルテンサイトの軟化を回避するために、０．５０％超であるのが好ましい
。ケイ素含量は、加熱変態温度Ａｃ３（フェライト＋パーライト→オーステナイト）を高
くしすぎないようにするために０．６０％未満であるのが好ましい。ケイ素含量が０．６
０％未満でない場合はこの結果、ホットスタンピング前にブランク材をより高い温度に再
加熱することが必要になるが、これにより、方法の生産性が低下する。
【００６２】
　・０．０１５％以上の量のとき、アルミニウムは、生産中の溶湯の脱酸および窒素の沈
殿を可能にする元素である。アルミニウムの含量が０．０７０％超である場合、アルミニ
ウムは、延性の低下につながりやすい粗大なアルミン酸塩を鋼製造中に形成し得る。最適
には、アルミニウムの含量は、０．０２０％から０．０６０％の間に含まれる。
【００６３】
　・クロムは、焼入れ性を高め、プレス硬化後に所望されるＲｍレベルの獲得に寄与する
。含量が２重量％を超えると、プレス硬化部品における機械的特性の均一性へのクロムの
効果は、飽和している。０．０５％から１．２０％の間に含まれるのが好ましい量におい
ては、この元素は、強度の増大に寄与する。好ましくは、機械的強度および遅れ割れへの
所望の効果は、追加コストを抑制しながら、０．３０％から０．５０％の間に含まれるク
ロムを添加することによって達成できる。マンガン含量が十分である場合、即ち、１．５
０％から３％の間のマンガンが含まれる場合、マンガンによって得られる焼入れ性が十分
であると考えられるため、クロムの添加は、場合によるものだと考えられる。
【００６４】
　さらに、上記に規定の元素Ｃ、Ｍｎ、ＣｒおよびＳｉのそれぞれについての条件に関し
て、本発明者らにより、これらの元素は、一緒にして指定すべきであることが示された。
実際、図２には、パラメータ
【００６５】
【数６】

　に応じた、種々の炭素含量（０．２２％から０．３６％の間）、マンガン含量（０．４
％から２．６％の間）、クロム含量（０％から１．３％の間）およびケイ素含量（０．１
％から０．７２％の間）を有する相異なる鋼組成物用のプレス硬化ブランク材の機械的強
度を示している。
【００６６】
　図２に提示のデータは、オーステナイト領域において８５０℃または９００℃の温度で
加熱し、この温度に１５０秒保持し、次いでホットスタンピングし、工具内に保持するこ
とによって焼入れされたブランク材に関する。すべての場合において、ホットスタンピン
グ後に得られる部品の構造は、全部がマルテンサイトである。直線１は、機械的強度の結
果の下位包絡線を表す。パラメータＰ１が１．１％超である場合、調査した種々の組成に
よる分散にかかわらず、１８００ＭＰａの最小値が得られるように思われる。この条件が
満足される場合、プレス冷却中のＭｓ変態温度は、３６５℃未満である。この条件下では
、プレス工具内に保持して硬化しているときの自己焼戻しマルテンサイトの割合が極めて
制限され、この結果、非常に多量の焼戻しされていないマルテンサイトにより、高い機械
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的強度値の達成することができる。
【００６７】
　・チタンは、窒素に対する高い親和性を有する。本発明の鋼の窒素含量を考慮すると、
チタン含量は、効果的な沈殿を得るように０．０１５％以上でなければならない。０．０
２０重量％超の量においては、チタンが、この元素が焼入れ性に完全な効果を及ぼすため
の遊離形態で発見されるように、ホウ素を保護する。チタンの含量は、３．４２Ｎ超でな
ければならず、この量は、遊離窒素が存在しなくなるようなＴｉＮ沈殿の化学量論によっ
て規定される。しかしながら、０．１０％超の場合、靱性に有害な役割を果たす粗大な窒
化チタンを溶鋼中に形成する危険性がある。チタン含量は好ましくは、ホットスタンピン
グ前のブランク材の再加熱中にオーステナイト粒の成長を制限することになる微細な窒化
物を生成するように、０．０２０％から０．０４０％の間に含まれる。
【００６８】
　・０．０１０重量％超の量のとき、ニオブは、ブランク材の再加熱中にオーステナイト
粒の成長を同様に制限し得るニオブの炭窒化物を形成する。しかしながら、ニオブの含量
は、ニオブが熱間圧延中の再結晶を制限し、圧延力および製作難度を高める可能性がある
ため、０．０６０％に制限されなければならない。最適な効果は、ニオブ含量が０．０３
０％から０．０５０％の間に含まれる場合に得られる。
【００６９】
　・０．０００５重量％超の量のとき、ホウ素は、非常に強力に焼入れ性を高める。ホウ
素は、オーステナイト粒界の接合部中に拡散して、リンの粒間偏析を予防することにより
、肯定的な影響を与える。０．００４０％超の場合、この効果は飽和状態である。
【００７０】
　・０．００３％超の窒素含量は、オーステナイト粒の成長を制限するように上記ＴｉＮ
、Ｎｂ（ＣＮ）または（Ｔｉ、Ｎｂ）（ＣＮ）の沈殿を得ることを可能にする。しかしな
がら、窒素含量は、粗大な沈殿物が形成されないように０．０１０％に制限しなければな
らない。
【００７１】
　・場合により、板材は、０．０５重量％から０．６５重量％の間に含まれる量のモリブ
デンを含んでいてもよく、この元素は、ニオブおよびチタンとの共沈殿物を形成する。こ
れらの沈殿物は、非常に熱安定であり、加熱したときのオーステナイト粒の成長の制限を
強化する。最適な効果は、モリブデン含量が０．１５％から０．２５％の間に含まれる場
合に得られる。
【００７２】
　・一選択肢として、鋼は、０．００１％から０．３０重量％の間に含まれる量のタング
ステンを含んでいてもよい。提示した量においては、この元素は、炭化物を形成するため
、焼入れ性および硬化能を高める。
【００７３】
　・場合により、鋼は、０．０００５％から０．００５％の間に含まれる量のカルシウム
を含有してもよい。カルシウムが酸素および硫黄と組み合わさることにより、このように
して製作された板材または部品の延性に悪影響する大型の介在物が形成されないようにで
きる。
【００７４】
　・硫黄およびリンの量が過剰だと、脆性が増大する。このことが、重量による硫黄含量
が、硫化物の過剰な形成を回避するために０．００５％に制限される理由である。しかし
ながら、極めて低い、即ち、０．０００１％未満の硫黄含量は、この硫黄含量にすること
でさらなる利益がもたらされない限り、不必要に達成コストのかかるものである。
【００７５】
　同様の理由のため、リン含量は、０．００１重量％から０．０２５重量％の間に含まれ
る。過剰な含量においては、この元素がオーステナイト粒の接合部中に偏析し、粒間破断
による遅れ割れの危険性が高まる。
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【００７６】
　・ニッケルは、本発明の重要な元素である。実際、本発明者らにより、０．２５％から
２重量％の間に含まれる量のこの元素は、特定の形態の板材または部品の表面に濃縮され
た状態で配置されている場合、遅れ破壊のしやすさを非常に大幅に低減することが示され
た。
【００７７】
　この遅れ破壊のしやすさの低減に関して、本発明の幾つかの特性パラメータを概略的に
示している図１を参照すると、表面富化を書き留めておいた板材の表面付近の鋼のニッケ
ル含量の変動が、提示されている。便宜上の理由のため、板材の表面のうちの１つの表面
のみを示したが、下記の記載がこの板材の他の表面にも同様に当てはまると理解される。
鋼は、公称ニッケル含量Ｎｉｎｏｍを有する。後述の製作方法により、鋼板の表面領域は
、最大Ｎｉｍａｘまでニッケル富化される。この最大Ｎｉｍａｘは、図１に示したように
板材の表面に発見することができ、またはこの表面のわずかに下、この表面の数十または
数百ナノメートル下に発見することができるが、この最大Ｎｉｍａｘにより、本発明に関
する下記の記載および結果が変化することはない。同様に、ニッケル含量の変動は、図１
に概略的に示したように線形でないこともあり得るが、拡散現象の結果として生じる特性
プロファイルをとる。上記に関して付け加えると、特性パラメータに関する下記規定は、
この種類のプロファイルに対しても有効である。従って、ニッケル富化表面区域は、任意
の地点において、鋼の局所的なニッケル含量Ｎｉｓｕｒｆが、Ｎｉｓｕｒｆ＞Ｎｉｎｏｍ

になるようなニッケル含量であることを特徴とする。この富化区域は、深さΔを有する。
【００７８】
　驚くべきことに、本発明者らにより、遅れ割れに対する抵抗性は、富化表面積に特有で
２つのパラメータＰ２およびＰ３を考慮することによって得られることが示されたが、こ
れらのパラメータは、幾つかの重要な条件を満足しなければならない。第一には、パラメ
ータＰ２は、
【００７９】
【数７】

　を規定する。
【００８０】
　この第１のパラメータは、富化層Δ中における合計でのニッケル含量を表しており、図
１に提示されている刻み目の入った領域に対応する。
【００８１】
　第２のパラメータＰ３は、
【００８２】
【数８】

　によって規定される。
【００８３】
　この第２のパラメータは、平均ニッケル含量勾配、即ち、層内部での富化の量Δを表す
。
【００８４】
　本発明者らは、非常に高い機械的強度を有するプレス硬化部品の遅れ割れを予防する条
件を求めた。この方法により、むき出しであるか金属コーティング（アルミニウムもしく
はアルミニウム合金または亜鉛もしくは亜鉛合金）によってプレコートされているかにか
かわらずブランク鋼材が提供され、このブランク鋼材を加熱し、次にホットスタンピング
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プレス内に搬送することになる点については、再度認識しておく。加熱工程中、有意な量
で炉内に場合により存在する水蒸気は、ブランク材の表面上に吸着される。水の解離から
発生した水素は、高温でオーステナイト系鋼基材中に溶解し得る。従って、水素の導入は
、高い露点を有する炉の雰囲気、著しいオーステナイト化温度および長い保持時間によっ
て促進される。冷却中、水素の溶解度が急激に低下する。周囲温度に戻った後、可能な金
属プレコート皮膜と鋼基材との合金化によって形成された皮膜が、水素脱着に対して事実
上封止されたバリアを形成する。従って、著しい拡散性水素含量は、マルテンサイト系組
織を含む鋼基材の場合、遅れ割れの危険性を高める。従って、本発明者らは、ホットスタ
ンピング部品よりも拡散性水素含量を低下させて、非常に低いレベル、即ち、０．１６ｐ
ｐｍ以下にする手段を求めてきた。このレベルは、１５０時間曲げて応力をかけることで
材料の降伏応力である応力に等しい応力下に置かれた部品が、割れを示さないことを保証
するのに役立つ。
【００８５】
　本発明者らにより、この結果は、ホットスタンピング前のホットスタンピング部品の表
面または板材もしくはブランク材の表面が、次の特定の特性を有する場合に達成されるこ
とが示された。
【００８６】
　・図３は、１８００ＭＰａから２１４０ＭＰａの間を占める強度Ｒｍを有するプレス硬
化部品について定めたものであるが、拡散性水素含量が上記パラメータＰ２に依存するこ
とを示している。０．１６ｐｐｍ未満の拡散性水素含量を表しミクロンで表される、深さ
Δについて、
【００８７】
【数９】

　である場合に得られ、この含量ＮｉｍａｘおよびＮｉｎｏｍが、重量百分率で表される
。
【００８８】
　・同じプレス硬化部品に関する図４において、本発明者らにより、０．１６ｐｐｍ未満
の拡散性水素含量は、層Δ中のニッケル富化が公称含量Ｎｉｎｏｍに対して臨界値に到達
した場合、即ち、パラメータＰ３が
【００８９】
【数１０】

　を満足する場合に達成されたことも示されたが、単位は、パラメータＰ２の場合と同じ
である。図４には、結果の下位包絡線に対応する曲線２を示している。
【００９０】
　理論に拘束されることを望むわけではないが、これらの特徴は、特に前もってオーステ
ナイト粒接合部がニッケル富化されていることにより、高温において板材への水素浸透を
防ぐバリア効果を発生させ、この結果、水素拡散が制限されると考えられる。
【００９１】
　鋼の組成の残部は、鉄および生産に起因する不可避的不純物から構成される。
【００９２】
　ここで、本発明による方法について記載する。上記に提示の組成の中間製品をキャスト
する。この中間製品は、一般的に２００ｍｍから２５０ｍｍの間を占める厚さのスラブ形
状であってもよいし、もしくは一般的な厚さが数十ミリメートル程度の薄いスラブ形状で
あってもよく、任意の他の適切な形状にすることもできる。この中間製品を、１２５０℃
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から１３００℃の間に含まれる温度にし、２０分から４５分の間に含まれる時間にわたっ
てこの温度範囲に保持する。本発明から得た鋼組成の場合、鉄およびマンガンに本質的に
富んだ酸化物層が、炉の雰囲気からの酸素との反応よって形成するが、この酸化物層にお
いては、ニッケル溶解度が非常に低く、ニッケルが金属形態のままである。この酸化物層
の成長に並行して、ニッケルが酸化物と鋼基材との界面に向かって拡散していき、この結
果、鋼内部にニッケルに富んだ層が出現する。この段階においては、この層の厚さは特に
、先に規定された鋼の公称ニッケル含量ならびに温度および保持条件に依存する。後続の
製作サイクル中、この初期富化層には、
　・一連の圧延工程によって達成される圧延率による薄肉化と、
　・一連の製作工程中に板材を高温に保持することによる厚肉化とを同時に施される。し
かしながら、この厚肉化は、スラブを再加熱する工程中の厚肉化より小さい規模で起きる
。
　熱間圧延板の製作サイクルは一般的に、
　・１２５０℃から８２５℃までの温度範囲で熱間圧延（例えば、粗圧延、仕上げ加工）
する工程と、
　・５００℃から７５０℃までにわたる温度範囲でコイル化する工程と
　を含む。
【００９３】
　本発明者らにより、熱間圧延パラメータおよびコイル化パラメータの変動は、本方法に
おいては上記範囲内でのある程度のバラツキが非常によく許容され、得られた製品に著し
い影響を伴うこともないため、本発明によって規定された範囲において、機械的特性を大
幅に改変しないことが示された。
【００９４】
　・この段階においては、一般的に１．５ｍｍから４．５ｍｍまでの厚さであり得る熱間
圧延板を、ニッケル富化層が板材の表面付近に配置されるように酸化物層を排除する、そ
れ自体は公知の方法によって酸洗いする。
【００９５】
　・より薄い板材を得ることが所望される場合、例えば３０％から７０％の間に含まれる
適切な圧延率を伴うように冷間圧延を実施し、次いで加工硬化金属の再結晶を達成するよ
うに一般的に７４０℃から８２０℃の間に含まれる温度で焼きなましする。この熱処理の
後、板材は、無被覆板材を得るように冷却することができるし、またはそれ自体は公知の
方法を使用して浴中で連続溶融めっきし、最後に冷却してもよい。
【００９６】
　本発明者らにより、上記に詳述した製作工程の中では、特定の温度範囲および保持時間
でスラブを再加熱する工程が、最終的な板材上のニッケル富化層の特性に支配的な影響を
与えた工程だったことが示された。特に、本発明者らにより、被覆工程を含むか否かにか
かわらず、冷間圧延板の焼きなましサイクルは、ニッケル富化表層の特性に副次的な影響
しか与えないことが示された。言い換えると、比例的な量でニッケル富化層を薄肉化する
冷間圧延における圧延比を除外すれば、この層のニッケル富化特性は、熱間圧延板におい
ても、冷間圧延および焼きなましをさらに施された板材においても事実上同一であり、こ
の焼きなましが、溶融めっきプレコート工程を含むか否かにかかわらない。
【００９７】
　このプレコート皮膜は、アルミニウム、アルミニウム合金（５０％超のアルミニウムを
含む。）またはアルミニウムベース型合金（アルミニウムが過半を占める構成成分である
。）であってよい。有利には、このプレコート皮膜は、７重量％から１５重量％までのケ
イ素、２重量％から４重量％までの鉄および場合により１５ｐｐｍから３０ｐｐｍの間の
カルシウムを含み、残部がアルミニウムおよび生産に起因する不可避的不純物である、ア
ルミニウム－ケイ素合金である。
【００９８】
　プレコート皮膜は、４０％から４５％までのＺｎ、３％から１０％までのＦｅ、１％か
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ら３％までのＳｉを含有し、残部がアルミニウムおよび生産に起因する不可避的不純物で
ある、アルミニウム合金であってもよい。
【００９９】
　一実施形態によれば、プレコート皮膜は、鉄を含有する金属間化合物形態のアルミニウ
ム合金であってよい。この種類のプレコート皮膜は、アルミニウムまたはアルミニウム合
金によってプレコートされている板材の熱的前処理によって得られる。プレコート皮膜が
Ｆｅ３Ｓｉ２Ａｌ１２型の相τ５およびＦｅ２Ｓｉ２Ａｌ９型の相τ６の遊離アルミニウ
ムをもはや含有しなくなり、鋼基材中にオーステナイト変態を起こさないように、この熱
的前処理は、保持時間ｔ１にわたって温度θ１で実施される。好適には、温度θ１は、６
２０℃から６８０℃の間に含まれ、保持時間ｔ１は、６時間から１５時間の間に含まれる
。このようにすれば、鋼板からアルミニウムまたはアルミニウム合金への鉄の拡散が達成
される。このとき、この種類のプレコート皮膜は、格段に速くした速度でホットスタンピ
ング工程前のブランク材を加熱できるようにするが、このことは、ブランク材の再加熱中
の高温保持時間を最小化できるようになるため、ブランク材を加熱する工程中に吸着され
る水素の量が低減されることを意味する。
【０１００】
　代替的には、プレコート皮膜は、亜鉛めっきすることができるし、または亜鉛めっきし
て合金化されていてもよく、即ち、亜鉛めっき浴の直後にインライン式の方法で実施され
る合金化熱処理後に７％から１２％の間に含まれる鉄の量を有し得る。
【０１０１】
　プレコート皮膜は、一連の工程において堆積されて重なり合っている層から構成されて
いてもよく、これらの層のうちの少なくとも１つがアルミニウムまたはアルミニウム合金
であり得る。
【０１０２】
　製作の後には、幾何形状がスタンピングおよびプレス硬化を施した部品の最終的な幾何
形状に関連付けられている幾何形状のブランク材を得るように、それ自体は公知の方法に
よって板材を切断または穴開けする。上記に説明したように、０．３２％から０．３６％
の間のＣ、０．４０％から０．８０％の間のＭｎおよび０．０５％から１．２０％の間の
Ｃｒを特に含む板材の切断は、フェライト－パーライト系ミクロ組織との関連でこの段階
における機械的強度が比較的低いため特に容易である。
【０１０３】
　このブランク材は、鋼基材を完全オーステナイト化するように８１０℃から９５０℃の
間に含まれる温度に加熱し、ホットスタンピングし、次いでマルテンサイト変態を達成す
るようにプレス工具内に保持する。ホットスタンピング工程中に適用されるひずみ比は、
オーステナイト化処理前に冷間変形工程（スタンピング）が実施されたかどうかに応じて
増減が可能である。本発明者らは、Ａｃ３変態温度付近にブランク材を加熱すること、お
よび次いでブランク材をこの温度に数分保持することからなるプレス硬化用の加熱におけ
る熱サイクルにより、ニッケル富化層に顕著な変化が起きないことを示した。
【０１０４】
　言い換えると、ニッケル富化表層の特徴は、プレス硬化前の板材においても、プレス硬
化後に板材から得られた部品においても同様である。
【０１０５】
　本発明から得た組成が慣例的な鋼の成分より低いＡｃ３変態温度を有するため、温度と
保持時間を抑制しながらブランク材をオーステナイト化することができるが、このことは
、加熱炉内で起きる可能性のある水素吸収を低減するのに役立つ。
【実施例】
【０１０６】
　非限定的な例として、下記の実施形態により、本発明がもたらす利点を説明する。
【０１０７】
　［実施例１］
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　下記の表１中に見受けられる組成を有する中間鋼製品を供給した。
【０１０８】
【表１】

【０１０９】
　これらの中間製品を１２７５℃にし、この温度に４５分保持し、次いで９５０℃の圧延
終了温度ＥＲＴおよび６５０℃のコイル化温度を用いて熱間圧延した。次いで熱間圧延板
を、先行の製作工程中に生成された酸化物層のみを除去するような抑制剤入りの酸浴中で
酸洗いし、次いで１．５ｍｍの厚さに冷間圧延した。得られた板材を、ブランク材の形状
に切断した。機械的切断への適性を、この操作の実施に必要な力によって評価した。この
特性は特に、この段階における板材の機械的強度および硬度に関連付けられている。次い
でブランク材を、表２に提示の温度にし、この温度に１５０秒保持した後、ホットスタン
ピングし、プレス内で保持することによって冷却される。冷却速度は、７５０℃から４０
０℃の間で測定すると、１８０℃／ｓから２１０℃／ｓの間に含まれる。得られたマルテ
ンサイト構造の部品の機械的引張強度Ｒｍを、１２．５×５０のＩＳＯけん引試験試料を
使用して測定した。
【０１１０】
　さらに、幾つかのブランク材は、－５℃の露点を有する雰囲気下で炉内において、８５
０℃から９５０℃の間に含まれる温度に５分加熱した。次にこれらのブランク材を、上記
に提示の条件と同一の条件下でホットスタンピングした。次いで、得られた部品について
の拡散性水素の値を、それ自体は公知の熱脱着分析（ＴＤＡ）方法によって測定した。こ
の方法において、試験対象の試料は、赤外加熱炉内において窒素フロー下で９００℃に加
熱される。脱着に由来の水素含量は、温度の関数として測定する。拡散性水素は、周囲温
度から３６０℃の間で脱着された合計での水素によって定量化する。表面付近の鋼中のニ
ッケル含量の変動もまた、グロー放電分光法（ＧＤＯＥＳ、「Ｇｌｏｗ　Ｄｉｓｃｈａｒ
ｇｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ」、それ自体は公
知の技法）を使用して、ホットスタンピングによって実装した板材について測定した。こ
のようにして、パラメータＮｉｍａｘ、Ｎｉｓｕｒｆ、ＮｉｎｏｍおよびΔの値を規定す
ることができる。
【０１１１】
　この試験の結果を、表２に報告している。
【０１１２】
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【表２】

【０１１３】
　板材ＡからＤは、フェライト－パーライト系組織のため、切断に特によく適している。
プレス硬化板材および部品ＡからＦは、本発明に対応する組成およびニッケル富化表層に
関して特徴を有する。
【０１１４】
　例ＡからＤは、０．３２％から０．３６％の間に含まれるＣ含量と、０．４０％から０
．８０％の間に含まれるＭｎ含量と、０．０５％から１．２０％の間に含まれるクロム含
量と、０．３０％から１．２０％までの公称ニッケル含量とを組み合わせて特に含む組成
、およびこの元素を富化された特定の層が、１９５０ＭＰａ超の強度Ｒｍおよび０．１６
ｐｐｍ以下の値の拡散性水素含量を結果としてもたらすように働くことを示している。
【０１１５】
　試験Ａからの例は、ニッケル含量を０．３０％から０．５０％の間に低下できることを
示しているが、このニッケル含量は、経済的な製作条件下で機械的抵抗性および遅れ割れ
に対する抵抗性の観点から満足な結果を得るのに役立つ。
【０１１６】
　例ＥからＦは、満足な結果を、０．２４％から０．２８％の間の炭素含量および１．５
０％から３％の間を占めるマンガン含量を特に含む組成によって達成できることを示して
いる。パラメータ
【０１１７】

【数１１】

　の値が高いことは、特に低い拡散性水素含量に関連付けられている。
【０１１８】
　反対に、例ＧからＫから得た部品は、鋼がニッケル富化表層を有さないため、０．２５
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ｐｐｍ超の拡散性水素含量を有する。さらに、例ＪからＫは、１８００ＭＰａの強度Ｒｍ
がプレス硬化後に得られないような、パラメータＰ１が１．１％未満の鋼組成物に対応す
る。
【０１１９】
　鋼組成物ＡからＤおよびＨ、即ち、炭素含量が０．３２％から０．３５％の間に含まれ
る鋼組成物の場合、図５には、ＧＤＯＥＳ法によって測定された板材の表面と比較して測
定された深さに応じた、ニッケル含量が示されている。この図中で各曲線のそばにある見
出し文字は、鋼の参照符号に対応する。ニッケルを含有しない板材（参照符号Ｈ）とは対
照的に、本発明による板材の表層が富化されていることが分かる。例ＢおよびＣからは、
所与の公称ニッケル含量（０．７９％）において、０．５１％から１．０５％までのクロ
ム含量の変動が、本発明の条件を満足しながら表層中での富化を維持するのに役立つとい
う点に留意する。
【０１２０】
　［実施例２］
　上記条件下で製作された上記鋼ＥおよびＦの組成に対応する組成を有する熱間圧延鋼板
、即ち、それぞれ１％および１．４９％のニッケル含量を含む熱間圧延鋼板を供給した。
【０１２１】
　圧延後、板材に２種類の調製を施した：
　・Ｘ：酸化物層のみを除去するような抑制剤を用いた酸洗い
　・Ｙ：１００μｍの研削
　板材Ｆの表面からのグロー放電分光法によって測定されたニッケル含量を示している図
６には、調製態様Ｘにおいてニッケル富化表層が存在するが（標識Ｘ付きの曲線）、研削
により、酸化物層およびニッケル富化副層が取り除かれていたことを示している（標識Ｙ
付きの曲線）。
【０１２２】
　１．５ｍｍの厚さに冷間圧延した後、このようにして調製したブランク材を次に、炉内
において１０℃／ｓの速度で８５０℃に加熱し、この温度に５分保持した後、ホットスタ
ンピングした。続いて、２つの調製態様において、拡散性水素含量をスタンピング部品に
ついて測定した。
【０１２３】
【表３】

【０１２４】
　図７には、鋼組成および調製態様に応じた、拡散性水素含量を示している。例えば、参
照符号ＥＸは、調製態様Ｘによって鋼組成Ｅから製造された板材およびホットスタンピン
グ部品に関する。
【０１２５】
　これらの結果は、ニッケル富化表層、即ち、十分なニッケル含量勾配を示す表層が、低
い拡散性水素含量を達成するために必要なことを示している。
【０１２６】
　［実施例３］
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　下記の組成を有する厚さ２３５ｍｍのスラブを調製した。
【０１２７】
【表４】

【０１２８】
　これらのスラブを１２９０℃にし、この温度に３０分保持した。
【０１２９】
　次にこれらのスラブを、様々な圧延終了温度またはコイル化終了温度によって３．２ｍ
ｍの厚さに熱間圧延した。これらの熱間圧延板の機械的引張特性（降伏応力Ｒｅ、引張強
度Ｒｍ、全伸びＥｔ）を、表４に報告している。
【０１３０】
【表５】

【０１３１】
　ほとんど同一のコイル化温度（試験ＴおよびＵ）においては、圧延終了温度が７０℃変
動しても、機械的特性には非常にわずかな影響しかないことが観察されている。圧延終了
温度（試験ＵおよびＶ）の付近においては、６５０℃から５８０℃までのコイル化温度の
低下が、特に５％未満で変動する強度にごくわずかな影響しか与えないことが観察される
。従って、本発明の条件下で製作された鋼板は、製作上の修正に影響されにくいため、良
好な均一性を有する圧延鋼帯が結果として生じることが示された。
【０１３２】
　図８および９には、それぞれ試験ＴおよびＶから得た熱間圧延板を示している。これら
の２つの条件に関しては、フェライト－パーライト系ミクロ組織が非常に類似しているこ
とが分かる。
【０１３３】
　熱間圧延板は、ニッケル富化層を所定位置に残しながら、先行の工程中に形成された酸
化物層のみを除去するように連続酸洗いした。次に板材を、１．４ｍｍの目標厚さに圧延
した。様々な条件において圧延力を同様にしながら、いかなる熱間圧延条件においても所
望の厚さを達成することができた。
【０１３４】
　次いで板材を、Ａｃ１変態温度よりわずかに上の７６０℃の温度で焼きなましし、次い
で冷却したら、９重量％のケイ素と３重量％の鉄とを含有し、残部がアルミニウムおよび
不可避的不純物である、浴中での焼戻しによって連続的にアルミン酸化する。従って、表
面１つ当たり８０ｇ／ｍ２程度の皮膜付きの板材が結果として生じるが、この皮膜非常に
規則的で欠陥のない厚さを有する。
【０１３５】
　次いで、上記表４の試験Ｔの条件下で得られたブランク材を切断し、様々な条件下で加
熱し、ホットスタンピングした。すべての場合において、得られた急速冷却により、鋼基
材にマルテンサイト系組織が与えられた。幾つかの部品には、塗料焼付け熱サイクルをさ
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らに施した。
【０１３６】
【表６】

【０１３７】
　炉内のブランク材の温度および保持時間を問わず、後続の塗料焼付け処理の有無にもか
かわらず、得られた抵抗性は、１８００ＭＰａを超えていることが観察される。
【０１３８】
　［実施例４］
　上記鋼Ａおよび鋼Ｊの組成に対応する組成を有し、即ち、それぞれ０．３９％および０
％のニッケル含量を含み、実施例１に提示の条件下で製作された、冷間圧延および焼きな
ましを施された厚さ１．４ｍｍの鋼板を供給した。次に皮膜を、実施例３に記載の組成の
浴中での溶融めっきによって塗布した。これにより、厚さ３０μｍのアルミニウム合金プ
レコート皮膜付きの板材が結果として生じたが、この板材からブランク材を切り出した。
【０１３９】
　このブランク材を、炉内において露点が－１０℃に制御された雰囲気下で、９００℃の
最大温度でオーステナイト化したが、炉内でのブランク材の合計保持時間は、５分または
１５分だった。オーステナイト化後、ブランク材を炉からホットスタンピングプレスに素
早く搬送し、工具内に保持することによって焼入れする。表５に報告した試験条件は、工
業用の薄板ホットスタンピング法の代表的なものである。
【０１４０】

【表７】

【０１４１】
　機械的引張特性（抵抗性Ｒｍおよび全伸びＥｔ）および拡散性水素含量をプレス硬化部
品について測定し、表６に報告している。
【０１４２】



(24) JP 6698128 B2 2020.5.27

10

20

【表８】

【０１４３】
　得られた部品Ａ５とＡ６の強度が１８００ＭＰａを超えていることと、拡散性水素含量
が０．１６ｐｐｍ未満であることとが観察されるが、部品Ｊ５とＪ６の場合は強度が１８
００ＭＰａ未満であり、拡散性水素含量が０．１６ｐｐｍ超である。本発明の条件下では
、部品の強度および水素含量に関する特性は、炉内の保持時間に応じて変動することがほ
とんどなく、この結果、非常に安定な製品が保証される。
【０１４４】
　従って、非常に高い機械的強度と遅れ割れに対する抵抗性とを同時に有するプレス硬化
部品を、本発明によって製作することができる。この部品は、自動車製造の分野において
構造用部品または強化部品として使用すると、収益性が高い。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】
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